
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE TOYO TANSO CO., LTD.

最終更新日：2016年3月4日
東洋炭素株式会社

代表取締役社長 野網 明

問合せ先：総務部 06-6472-5811

証券コード：5310

http://www.toyotanso.co.jp/

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

当企業グループのコーポレート・ガバナンスについては、以下に記載する事項を基本理念とし、株主、取引先、従業員その他のステークホル
ダーの権利を尊重し、もって企業としての社会的責任を果たしていくことを基本的な考え方としております。
・株主利益の最大化を図る。
・安全で優れた製品を顧客に提供する。
・他社の知的財産権を尊重するとともに、当社の企業秘密を保護する。
・購買先との適切な関係を確立する。
・各種法令を遵守して、適正な取引を行う。
・労働者の権利に配慮し、安全で働きやすい労働環境を確立する。
・ステークホルダーに対する説明責任と会社に関する重要事項の適時かつ適正な情報開示を保証する。
・不正防止体制、経営のチェック機能を強化する。

【補充原則1-2-2 招集通知の早期発送および発送前公表】
平成28年3月に発送する第74期定時株主総会招集通知より、法定期日以前に発送するとともに、発送日に先立ち当社ホームページに掲載する予
定です。

【補充原則1-2-4 議決権の電子行使を可能とするための環境作り】
平成28年3月開催の第74期定時株主総会より、インターネットならびに携帯・スマートフォンによる議決権の行使が可能になるとともに、議決権電
子行使プラットフォームに参加いたします。

【原則3-1-v 取締役・監査役候補の指名を行う際の個々の選任・指名についての説明】
社外取締役および社外監査役の指名理由につきましては、招集通知の参考書類に記載しておりますが、平成28年3月開催の第74期定時株主総
会より、社内取締役および社内監査役の指名理由につきましても招集通知の参考書類に記載いたします。

【補充原則4-2-1 中長期的業績に連動する報酬・現金報酬・自社株報酬の適切な割合設定】
報酬委員会において、今後、中長期的業績と企業価値向上に資するためのインセンティブプログラム等、経営陣幹部・取締役の報酬に関する事
項について検討してまいります。

【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性の分析・評価】
取締役会の機能向上のため、今後、評価制度を導入し運用を開始する予定です。

【原則1-4 いわゆる政策保有株式】
発行会社との取引関係維持・強化、事業の円滑な推進を目的に取引先株式を保有することがありますが、保有意義が乏しいと判断される銘柄に
ついては、株価や市場への影響等を勘案した上で売却いたします。当該株式にかかる議決権の行使にあたっては、投資先の持続的成長や企業
価値向上に資することを判断の基準としております。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
会社法に定める利益相反取引については、取締役会規則において取締役会の承認を要する旨を定めており、当該取引を行う場合は、一定時期
にその取引の内容について報告を行う事を義務付けております。なお、取締役、監査役および執行役員には、自己取引および利益相反取引を行
わない旨の誓約書を提出しております。
また、主要株主等との取引においても、必要性や費用対効果等の要素を勘案し合理的選択を行うこととしており、取締役会規則において定める一
定基準以上のものや取引の重要性が高いものは取締役会の承認を得ることとしております。

【原則3-1-i 情報開示の充実 会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画】
・経営理念：当社ウェブサイトに掲載しております。 http://www.toyotanso.co.jp/Company/
・経営戦略・経営計画：開示資料、決算説明資料、株主通信等に掲載しております。各資料は当社ウェブサイトに掲載しております。

開示資料 http://www.toyotanso.co.jp/News/
決算説明資料 http://www.toyotanso.co.jp/IR/presentations/
株主通信 http://www.toyotanso.co.jp/IR/report/

【原則3-1-ii 情報開示の充実 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針】
本報告書「I コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 １．基本的な考え方」に掲載しており
ます。

【原則3-1-iii 情報開示の充実 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続】



２．資本構成

【大株主の状況】

補足説明

３．企業属性

本報告書「ＩＩ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 報酬の額又はその算定方
法の決定方針の開示内容」に掲載しております。

【原則3-1-iv 情報開示の充実 経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続】
本報告書「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 ２．業務執行、監査・監督、
指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）」に掲載しております。

【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任範囲の概要】
取締役会は、法令・定款および取締役会規則で定められた重要事項に関する意思決定を行っており、また取締役および執行役員を構成メンバー
とする経営会議にて、経営の重要事項の審議および取締役会に上申すべき事項を議論することにより、重要事項の意思決定における判断の妥
当性を確保しております。

【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】
独立社外取締役２名を選任しており、それぞれ当社事業領域に関する高い学識と長年にわたる企業経営の豊富な経験、また公認会計士および
税理士として財務・会計に関する幅広い知識と大手監査法人等における豊富な業務経験による知見を有しております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質】
独立社外取締役の選任にあたっては、会社法および東京証券取引所が定める基準に加え、当社独自の基準に則り候補者を選定しております。

【補充原則4-11-1 取締役会全体の知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方】
本報告書「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 ２．業務執行、監査・監督、
指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）」に掲載しております。

【補充原則4-11-2 取締役・監査役の他の上場会社役員の兼任状況】
取締役および監査役の他の上場会社の役員の兼任の状況は、本報告書「II経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコー
ポレート・ガバナンス体制の状況」、株主総会参考書類、および有価証券報告書にて毎年開示しております。
現在、社外取締役１名は、他の上場会社の社外取締役を兼任しておりますが、１社のみであり合理的な範囲と判断しております。この他の取締役
および監査役は他の上場会社の役員等を兼任しておりません。

【補充原則4-14-2 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
取締役・監査役就任時には、役員として遵守すべき法的な義務や責任等について説明を行っており、必要に応じて外部研修機関も活用しておりま
す。社外取締役・社外監査役を招聘する際には、当社の経営戦略、事業内容、財務内容、組織体制等についての説明の機会を設けており、適宜
主要事業所の見学の機会を設けております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
「ＩＲポリシー」を制定し、当社ウェブサイトに掲載しております。 http://www.toyotanso.co.jp/IR/Policy.html
株主との対話の窓口は管理本部総務部が担っており、代表取締役社長、担当取締役および担当執行役員等と方針や対応について協議の上、株
主との対話を行っております。活動の内容としては、年2回の決算説明会をはじめ、株主や投資家からの取材に積極的に応じている他、適宜海外
の機関投資家訪問や工場見学会等を実施しております。

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 3,657,242 17.62

森田 純子 3,418,944 16.48

近藤ホールディングス株式会社 1,165,000 5.61

公益財団法人近藤育英会 834,000 4.02

三菱商事株式会社 623,500 3.00

近藤 孝子 620,060 2.99

ザ バンク オブ ニユーヨーク ノントリーテイー ジヤスデツク アカウント 402,800 1.94

株式会社みずほ銀行 360,000 1.73

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 360,000 1.73

株式会社百十四銀行 336,000 1.62

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

―――



４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 12 月

業種 ガラス・土石製品

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

―――

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

【取締役関係】

会社との関係(1)

会社との関係(2)

組織形態 監査役設置会社

定款上の取締役の員数 8 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 8 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

野城 清 学者 △

山田 昌吾 公認会計士 △

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

野城 清 ○

（重要な兼職の状況）
・国立大学法人大阪大学 名誉教授
・一般社団法人スマートプロセス学会 理
事
当該法人と当社との間に取引等の関係は
ございません。

平成22年12月まで当社の取引先であるホ
ソカワミクロン株式会社の業務執行者で
ありましたが、当社および同社の売上高
に対する当該取引金額の割合は１％未満
といずれも僅少であります。

当社事業領域に関する高い学識と長年にわた
る企業経営の豊富な経験を有しており、これら
の知見を当社の意思決定および経営監督機
能の強化に活かしていただくため選任しており
ます。また、当社と特別な利害関係を有してい
ないことから、中立的な立場にあり独立役員と
して適任であると判断しております。

（重要な兼職の状況）
・山田昌吾公認会計士税理士事務所長



任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

補足説明

【監査役関係】

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

会社との関係(1)

山田 昌吾 ○

・株式会社コンテック 社外取締役
同事務所および同社と当社との間に取引
等の関係はございません。

平成25年６月まで当社が顧問契約を締結
している税理士法人プライスウォーターハ
ウスクーパースにおいて業務執行に携わ
っておりましたが、平成25年７月に同税理
士法人を退社しております。また、当社の
第74期事業年度（平成27年１月１日から
平成27年12月31日）における当社と同税
理士法人との間の取引金額は約３百万円
にとどまり、当社の売上高および同税理
士法人の業務収入それぞれに対する当
該取引金額の割合はいずれも僅少であり
ます。

公認会計士および税理士として財務・会計に
関する幅広い知識と、大手監査法人等におけ
る豊富な業務経験による知見を有しており、当
社の社外監査役として適切な監査を遂行して
いただいた経験をもとに、社外取締役として業
務執行に対する監督機能を適切に果たし、当
社のコーポレート・ガバナンスの強化に活かし
ていただくため選任しております。また、当社と
特別な利害関係を有していないことから、中立
的な立場にあり独立役員として適任であると判
断しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無 あり

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名） 委員長（議長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名委員会 3 0 1 2 0 0 社外取締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬委員会 3 0 1 2 0 0 社外取締役

取締役等の人事や報酬等に関する決定プロセスを透明化し、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図るため、平成28年２月に指名・
報酬委員会を設置いたしました。

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役は会計監査人と定期的に面談し、会計監査人の監査計画・監査実施状況とその結果について報告を受け意見交換を実施していま
す。また効率的な監査を実施するに当たり、監査役は内部監査部門である監査部と、緊密な連携を保ち、監査上の必要性から監査結果の
報告を求める等、情報交換を実施しています。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

田辺 陽一 弁護士



会社との関係(2)

【独立役員関係】

その他独立役員に関する事項

【インセンティブ関係】

該当項目に関する補足説明

田中 耕一郎 公認会計士 ○

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

田辺 陽一 ○ ―――

弁護士として特に会社法制に関する幅広い
知識、経験を有しており、社外監査役として
の職務を適切に遂行していただけると判断し
選任しております。また、当社と特別な利害関
係を有していないことから、中立的な立場にあ
り独立役員として適任であると判断しておりま
す。

田中 耕一郎 ○

（重要な兼職の状況）
田中総合会計事務所 代表
埼玉工業株式会社 社外監査役
同事務所および同社と当社との間に取引
等の関係はございません。

平成26年６月まで有限責任監査法人トー
マツの業務執行に携わっており、同監査
法人と当社は、監査契約を締結しており
ますが、当社の第74期事業年度（平成27
年１月１日から平成27年12月31日）におけ
る当社と同監査法人との間の取引金額は
約38百万円にとどまり、当社の売上高お
よび同監査法人の業務収入それぞれに
対する当該取引金額の割合はいずれも
僅少であります。

公認会計士および税理士として財務・会計に
関する幅広い知識と、大手監査法人等におけ
る豊富な業務経験による知見および海外駐在
経験を有しており、社外監査役としての職務を
適切に遂行していただけると判断し選任してお
ります。また、当社と特別な利害関係を有して
いないことから、中立的な立場にあり独立役員
として適任であると判断しております。

独立役員の人数 4 名

独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

平成25年７月12日開催の取締役会において、第２回ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議し、同年９月24日にて付与い
たしました。 

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員



該当項目に関する補足説明

【取締役報酬関係】

該当項目に関する補足説明

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

取締役、執行役員および従業員（出向社員含む）の受ける利益を株価と連動させることにより、業績向上に対する貢献意欲を高め、以て企
業価値増大へ寄与することを目的としております。

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

取締役および監査役に支払った報酬
 取締役 153,210千円
 監査役 18,046千円

（注）事業報告の取締役及び監査役の報酬等の額と同一の方針により記載しております。 

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無 あり

取締役の報酬につきましては、基本報酬としての月例報酬、業績連動報酬としての役員賞与、ストックオプションにより構成しており、いずれ
も株主総会の決議により承認された限度額の範囲内において決定いたします。各取締役の報酬については、代表取締役が一定の基準のもとに
業績等を評価し、報酬委員会において諮問の上決定します
監査役の報酬につきましては、基本報酬のみとし、各監査役の報酬については監査役の協議により決定いたします。
なお、退職慰労金制度につきましては、平成17年８月30日開催の第63期定時株主総会終結の時をもって廃止いたしました。

社外取締役および社外監査役のサポートにつきましては、総務部が担当し、必要事項の連絡等を行っております。取締役会およびその他社
外取締役や社外監査役が出席する重要会議に関しては、会議の議題等の資料の事前配布を行うなど、円滑な業務遂行のためのサポート
を行っております。 

取締役会は社外取締役２名を含む８名の取締役で構成されており、月１回の定時取締役会と臨時取締役会を随時開催し、当社の経営方針
等の重要事項に関する意思決定を行っております。また、当社は意思決定の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入し、日
常の業務執行を執行役員に委ねております。各執行役員は、取締役会で選任され、所管の社内組織を指揮して業務を執行し、経営方針に
沿った業務の展開・推進に責任を負います。取締役会は、各取締役の職務執行を監督するほか執行役員の業務執行を監督しております。
また取締役および執行役員を構成メンバーとする経営会議を、原則として月１回開催し、経営の重要事項の審議および取締役会に上申すべ
き事項を議論することによって、重要事項の意思決定における判断の妥当性を確保することとしております。なお、取締役会および経営会議
には監査役が出席しております。執行役員の選任にあたっては、各本部の業務執行を行う責任者としての人格、見識、能力、知識、経験等
の要件を備えた人材を候補者とし、年齢、性別、国籍、社内外を問わず登用することを基本方針としております。また、社内取締役の候補者
選任については、原則として執行役員の中から昇格を検討することとしております。

取締役等の人事および報酬については、指名・報酬委員会にて検討し、取締役会に答申しており、その内容は本報告書「I コーポレート・ガバナ
ンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報１．機関構成・組織運営等に係る事項(2) 取締役関係」に記載してお
ります。

監査役監査につきましては、社外監査役２名を含む３名の監査役が連携して、取締役の職務遂行に対して厳正な監査を行います。なお、
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。

内部監査については、社長直轄の監査部を設置し、当企業グループの業務の適正性、財務報告の信頼性、経営の効率性やコンプライアン
スの状況等の監査を実施しています。また、監査役、会計監査人と適宜情報交換を実施して、情報の共有を図る等、相互に連携し効果的な
監査の実施に努めております。

会計監査については、当社は有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。なお、当社の会計監査業務に係る補助者は、公
認会計士６名、日本公認会計士協会準会員等４名であります。 

当社では取締役会、経営会議、監査役会、会計監査人、内部監査部門、指名・報酬委員会、リスク・コンプライアンス委員会がそれぞれの機能を
果たすことで、業務執行と監査・監督の分離が行われ、経営判断の透明性・合理性・適法性、ならびに経営監視機能の客観性・中立性が確保でき
ることから、現状の体制を採用しております。なお、当社は第73期定時株主総会において社外取締役を１名増員し、合計２名の社外取締役を選任
しております。社外取締役が専門的知見と客観的な立場から取締役会における意思決定に参画することにより、経営判断の透明性・合理性・適
法性、ならびに経営監視機能の客観性・中立性が確保されるものと考えております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

２．ＩＲに関する活動状況

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
平成28年3月に発送する第74期定時株主総会招集通知は、法定期日前となる3月14日に発送
する予定です。

集中日を回避した株主総会の設定 12月決算のため、株主総会の開催日は年間を通しての第一集中日には当たりません。

電磁的方法による議決権の行使
平成28年3月開催の第74期定時株主総会より、インターネットならびに携帯・スマートフォンより
議決権の行使が可能となります。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環
境向上に向けた取組み

平成28年3月開催の第74期定時株主総会より、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラ
ットフォームに参加いたします。

招集通知（要約）の英文での提供
平成28年3月開催の第74期定時株主総会より、当社ホームページにて英文の招集通知（要約）
を提供する予定です。

その他
平成28年3月開催の第74期定時株主総会招集通知（和文・英訳）は、発送日に先立ち当社ホ
ームページに掲載する予定です。

補足説明
代表者自身
による説明

の有無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 IRポリシーを作成し当社ホームページに掲載しております。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

本決算および第２四半期決算の発表後に説明会を開催いたします。 あり

IR資料のホームページ掲載
当社ホームページにIR専用ページを設け、決算情報、適時開示資料および
株主通信を掲載しております。また、有価証券報告書および四半期報告
書、株主総会招集通知および決議通知等も掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 総務部がIRを担当しております。

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの
立場の尊重について規定

当社は、当社グループ内における行動基準およびIRポリシーを定めており、それらの中で、
株主、投資家を含む当社のあらゆるステークホルダーとの関わりの重要性並びにその立場
の尊重を謳っております。 

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社は、「C(カーボン)の可能性を追求し世界に貢献する 」との経営理念のもと、全てのステーク
ホルダーと健全な関係を維持し、環境・社会の課題に取り組むことにより、持続可能な発展に貢
献してまいります。なお、環境保全活動およびCSR活動については、当社ホームページにて公
開しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、当社のあらゆるステークホルダーに対し、正確でわかりやすい企業情報を、公平か
つ迅速に発信することに努めます。一部の特定の方に対し、特定の情報を開示することはい
たしません。開示方法は金融商品取引法及び証券取引所の定める規則を遵守するととも
に、当社ホームページにも適宜掲載し、より広範かつ公平な情報開示に努めてまいります。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社グループ（当社および当社子会社から成る企業集団を指す。以下同じ。）は、「Ｃ(カーボン)の可能性を追求し、世界に貢献する」という経営理
念の下、株主・社会から高い信頼を得て、継続的に成長する未来型企業グループを目指し、当社業務の適正を確保する体制について以下の通り
とする。

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（１）当社グループは、法令・定款及び企業倫理の遵守を最優先として、誠実で公正な企業活動を通じて社会に貢献するために、経営方針と行動
基準及びコンプライアンス・ガイドブックを定め、これを核として当社グループ全体の内部統制システムの構築に取り組む。
（２）取締役会は、法令・定款及び企業倫理の遵守に関する事項をはじめ、経営方針等の重要事項に関する意思決定を行うものとし、各取締役の
職務執行を監督する。
（３）当社グループは、法令・定款及び企業倫理の遵守とリスク管理体制の確立のため、これらを統括する組織としてリスク・コンプライアンス委員
会を設置し、リスク・コンプライアンス上、重要な課題について審議し、方針を決議する。個別のリスクについては、主管部署が管理・対応を行い、
リスク・コンプライアンス委員会がこれらを統括する。
（４）当社グループは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係をもたない。なお、不当要求などのアプローチを
受けた場合は、関係機関と連携し毅然とした対応をとる。
（５）当社グループは、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、社内教育及び研修等の啓発活動を適宜
実施する。
（６）監査役及び内部監査部門は、取締役及び使用人の業務遂行が法令・定款その他当社規程に従い効率かつ適正に実施されているかどうかに
ついて監査を行う。
（７）当社グループは、不正行為等の早期発見と是正を図るために、通報者等の保護を徹底した内部通報制度を設置・運用する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、保存、管理、閲覧を適切かつ確実に行うことを目的として、当該情報に関する社内規程を定め、整備
する。

３．当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（１）当社グループは、使用人、資産、業務の継続等に多大な影響をもたらすと想定される各種災害及びその他の企業リスクに対し、リスク・コンプ
ライアンス委員会の統括の下、損失の発生及び拡大の防止に努めるものとする。
（２）当社グループは、災害の発生又はその他の企業リスクの顕在化に対し、対策本部を組織し、迅速かつ適切に危機管理にあたるものとする。

４．当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（１）当社は、取締役会を月１回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、当社グループ全体としての経営方針等の重要事項についての意思決
定を行う。意思決定の迅速化を図るため、取締役会は、日常の業務執行を執行役員に委任し、取締役及び執行役員の業務執行は、取締役会が
これを監督する。
（２）当社子会社は、当社子会社の現地責任者をメンバーに含めた各社毎の取締役会を定期的に開催し、経営方針等の重要事項についての意思
決定を行う。

５．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
（１）当社は、当社グループにおける業務の適正を確保するための体制として、関係会社管理規程及びこれに付帯する社内規程を制定し、 当社グ
ループにおける経営管理体制を整備する。
（２）当社グループへの内部監査は、当社規程に基づき、関連部門と連携して、定期又は臨時に行うものとする。

６．監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人に関する規程を定め、監査役の職務を補助すべき使用人として、当社の使用人の中から監査役補助者を任命
することができる。監査役補助者を任命した場合、監査役は、当該補助者に対する指揮命令権、並びに人事異動、人事評価、及び懲戒処分等に
対する同意権を保有することにより、当該補助者の取締役会からの独立性を確保する。

７．当社グループの取締役及び使用人が当社監査役に報告をするための体制その他当社監査役の報告に関する体制及び当社監査役の監査が
実効的に行われることを確保するための体制
（１）当社は、当社グループの取締役及び使用人が、法定の事項に加え、重大な法令・定款違反、当社グループの経営、業績に重大な影響を及ぼ
す事項、内部監査部門が実施した監査結果又は内部通報制度による通報のうち当社監査役が職務遂行上報告を受ける必要がある事項につい
て、速やかに当社監査役に報告する体制を整備する。
（２）前記に関わらず、当社監査役はいつでも必要に応じて、当社グループの取締役及び使用人に対して報告を求めることができることとし、報告
を求められた取締役及び使用人はこれに応じなければならない。
（３）当社監査役は、当社グループの業務及び財産の状況の調査その他の監査職務の遂行にあたり、内部監査部門と密接な連携を保ち、効率的
な監査を実施する。
（４）当社グループの取締役及び使用人は、法令違反行為等に取締役または執行役員が関与し、または関与していると疑われる場合は、通常の
内部通報ラインのほか当社監査役に通報することができる。
（５）当社は、当社監査役への報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを行うことを禁
止するものとする。
（６）当社監査役は、職務の執行上必要である予算をあらかじめ定める。ただし、緊急又は臨時に支出した費用については、事後、会社に償還を
請求できる。

１．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社グループは、法令及び企業倫理に沿って行動すべきことを「行動基準」に定めており、反社会的勢力とは一切関係を持たず、毅然とした
態度で対応することを宣言しております。

２．反社会的勢力排除に向けた整備状況
反社会的勢力排除に向けた活動については、リスク・コンプライアンス委員会の統括のもと、総務部を主管部署として推進し、反社会的勢力



からの不当要求に対する対応マニュアルを定め、有事において正しく迅速な対応を図るとともに、コンプライアンス研修などにより教育・啓発
を行っております。また、大阪府企業防衛連合協議会に加盟し、反社会的勢力に関する情報を収集するとともに、管轄警察、弁護士等との
連携関係を深め、有事における協力体制を構築しております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

該当項目に関する補足説明

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

買収防衛策の導入の有無 なし

現段階では具体的な防衛策の導入は予定しておりませんが、今後必要に応じて検討を進める予定です。 

１．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
健全な企業運営は企業にとっての責務であり、最重要かつ永遠のテーマと認識しております。当企業グループはコーポレート・ガバナンスの
更なる充実に向けて、上述の体制や取り組みの整備・強化を図るのはもちろんのこと、コーポレート・ガバナンスがより有効に機能していくこ
とを第一義と認識し、その推進を図ってまいります。そのためにも、当企業グループは、経営者および従業員ひとり一人が常に意識を高く持
つよう啓発体制を強化するとともに、株主をはじめとするステークホルダーの声を真摯に受け止めることにより、コーポレート・ガバナンスの更
なる充実を図ってまいります。 

２．適時開示の概要
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。

（１）内部情報等の管理体制
イ．内部情報等の総括責任者は、社長の委任を受け総務部長が担当しており、また、各部門長を内部情報管理者と定めております。
ロ．従業員がその職務の遂行に関し、知り得た情報を部門長に報告するよう周知徹底しております。また、報告を受けた部門長は、当該情
報の内容を勘案し、管理対象となる内部情報にあたると判断した場合は、速やかに総務部長に報告するとともに、情報の社内外への漏洩防
止に万全の措置を講じております。
ハ．総務部長は、部門長から報告を受けた内部情報等が、管理対象となる内部情報であるか否かにつき金融商品取引法その他の関連法
規に照らして決定しております。
ニ．総務部長は、管理対象となる内部情報であると決定した内部情報を社長に報告し、その取扱いについて細部を定め、必要に応じて関連
する部門長に指示を与え、内部情報等の管理のため必要かつ十分な措置を講じております。
ホ．総務部長は、管理対象となる内部情報に該当すると決定した内部情報について漏洩防止の指示を行い、金融商品取引法、関連政省令
および証券取引所の定める諸規則に従い、適切な時期および方法により公表いたします。

（２）役職員のインサイダー取引防止策
当社は、「内部情報管理およびインサイダー取引防止規程」を制定し、内部情報の管理および役職員の自社株等の売買に関する行動基準
を定め、その内容の周知徹底を図ることにより役職員のインサイダー取引きの未然防止に努めております。
具体例といたしましては、当社の役員が当社の株券等の売買等を行う場合は、事前に総務部長への届け出をし、承認後に取引きを行うこ
と、および取引きを行った場合は、その事後報告を義務付けております。

（３）適時開示体制の整備及び運用状況
適時開示体制につきましては、情報の管理責任者として関連部門長が、また、総括管理責任者として総務部長が職責を負い、開示業務は
総務部が行う体制を構築しております。


